
 

第第３３章章  防防  災災  組組  織織  

 

第１節 石油コンビナート等防災本部 

  

［［大大竹竹地地区区編編］］広島県石油コンビナート等防災本部  

 石油コンビナート等災害防止法に基づき、広島県に広島県石油コンビナート等防災本部（以下本編において「防

災本部」という。）を設置する。 

 防災本部の組織及び所掌事務は次に定めるところによる。 

 

第１項 組  織 

防災本部の組織は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項 所掌事務 

防災本部の所掌事務は次のとおりである。 

１ 災害時における事務 

（１） 防災に関する情報を収集し、これを関係者に伝達すること。 

（２） 関係機関及び特定事業所がこの計画に基づいて実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整を

行うこと。 

（３） 山口県石油コンビナート等防災本部との連絡調整を行うこと。 

（４） 広島県石油コンビナート等現地防災本部（以下本編において「現地本部」という。）に対して災害応

急対策の実施に関し必要な指示を行うこと。 

（５） 関係特定地方行政機関を除く国の行政機関及び他の都道府県との連絡を行うこと。 

（６） その他特別防災区域に係る防災に関する重要な事項の実施を推進すること。 

２ 平常時における事務 

（１） 防災に関する調査研究を推進すること。 

（２） 防災に関する情報を収集し、これを関係者に伝達すること。 

（３） その他特別防災区域に係る防災に関する重要な事項の実施を推進すること。 

第３項 その他 

関係機関は、災害が発生又は異常現象が発生した場合の通報及び情報収集・提供体制の整備から住民への

広報・避難対策までの初動におけるマニュアル等を定めておく。 

 

事

務

局 

県危機管理監 

 ただし、県災害対策本部が設置された

時は当該災害対策本部総括班が行う。 

本 部 長 

(広 島 県 知 事) 

(本部長に事故等がある

ときは、副知事を職務

代理者とする。) 

 

本 部 員（３３名） 

１号 特定地方行政機関の長 

２号 陸上自衛隊第１３旅団長 

３号 県警察本部長 

４号 県関係局(部)の局(部)長 

５号 関係市町長 

７号 関係市町の消防長 

８号 特定事業所の代表者 

９号 知事が必要と認めて任命する者 

 

 

幹事（３５名） 
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［［岩岩国国・・和和木木地地区区編編］］山口県石油コンビナート等防災本部  

山口県石油コンビナート等防災本部（以下本編において「防災本部」という。）の組織及び所掌事務は次のとお

りである。 

 

第１項 組織 

（１） 本部長  山口県知事（本部長代理、山口県副知事） 

（２） 本部員 

ア 特定地方行政機関の長又はその指名する職員 

イ 陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長 

ウ 県警察本部長 

エ 知事の部内の職員（知事指名） 

オ 特別防災区域が所在する市町長 

カ 特別防災区域が所在する市町の消防長 

キ 指定市町の長 

ク 指定市町の消防長 

ケ 特定事業者の代表 

コ 知事が必要と認めて任命する者 

（３） 専門員  必要に応じて知事が任命する者 

（４） 幹事  本部員の属する機関又は特定事業所の職員（知事任命） 

（５） 構成  資料編参照 

 

第２項 所掌事務 

（１） 防災計画を作成し、その実施を推進すること。 

（２） 防災に関する調査研究を推進すること。 

（３） 防災に関する情報を収集し、これを関係者に伝達すること。 

（４） 災害が発生した場合において、関係特定地方行政機関、関係市町、関係公共機関、県の区域内の公共的団体

及び県の区域内の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者その他当該特別防災区域内の防災上

重要な施設の管理者が防災計画に基づいて実施する災害応急対策及び復旧に係る連絡調整を行うこと。 

（５） 広島県石油コンビナート等防災本部との連絡調整を行うこと。 

（６） 山口県石油コンビナート等現地防災本部に対して、災害応急対策の実施に関し必要な指示を行うこと。 

（７） 災害が発生した場合において、国の行政機関（関係特定地方行政機関を除く）との連絡を行い、及び他の都

道府県との連絡調整を行うこと。 

（８） その他特別防災区域に係る防災に関する重要な事項の実施を推進すること。 

 

第３項 設置場所 

山口県総務部消防保安課 
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第２節 関係機関の組織及び動員計画 

 

関係機関は、特別防災区域に係る災害に対処するため、それぞれの所掌する事務又は業務が的確かつ円滑に

実施できるよう必要な防災組織を整備し、所要要員の動員及び配備体制に万全を期するものとする。 

防災組織の整備に当たっては、次の事項に留意する。 

（１） 組織の編成及び所掌事務を明確にし、常に現状に即したものに維持改善すること。 

（２） 責任体制、指揮命令系統を明確にし、要員を適正に配置すること。 

（３） 火災の種類、態様等に応じた動員、配置等の基準を定めること。 

（４） 夜間、休日等の連絡及び動員体制を整備すること。 

 

第１項 特定地方行政機関 

１ 中国四国管区警察局 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その状況に応じて所要の体制により、これに対処す

るものとする。 

２ 広島労働局 

災害発生等について把握した際は、重大災害発生時の緊急措置要綱に基づき災害調査班を被災現場に派

遣し、災害発生状況等の調査を実施するとともに必要な対策を講ずるものとする。 

また、必要に応じ災害対策本部設置要綱に基づき、次の組織を設置する。 

 

災
害
対
策
本
部
の
組
織 

 

同

構

成 

本 部 長  局  長 

副本部長  労働基準部長 

      総務部長 

本 部 員 

 調査員  班長 健康安全衛生課長 

      班員 主任地方産業安全専門官又は主任地方労働衛生専門官及び調査班長の指名する者 

 監督班  班長 監督課長 

      班員 主任地方労働基準監察官及び監督班長の指名する者 

 補償班  班長 労災補償課長 

      班員 労災管理調整官及び補償班長の指名する者 

 総務班  班長 総務課長 

      班員 総務課長補佐及び総務班長の指名する者 

 報道班  班長 雇用環境改善・均等推進監理官 

      班員 雇用環境・均等室長補佐及び報道班長の指名する者 

 

 

本 部 長 副 本 部 長 
 

副 本 部 長 
 

調 査 班 

監 督 班 

補 償 班 

総 務 班 

報 道 班 

所轄労働基準監督署 
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３ 山口労働局 

重大な災害事故が発生した場合、災害対策本部（局に「局本部」、所轄労働基準監督署に「現地本部」）

を設置し対処する。災害対策本部の構成は次のとおり。 

 

局本部の構成及び業務分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 現地本部員は山口県石油コンビナート等防災計画又は岩国・大竹地区石油コンビナート等防災計画（岩国市

及び和木町内における災害事故に限る）に基づく現地本部が設置された場合。 

 

現地本部の構成及び業務分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

局 本 部 長 所    掌 

局 長 
１ 総指揮 

２ 石油コンビナート等防災本部本部員・同現地本部員(注) 

 
局 副 本 部 長 所    掌 

労働基準部長 
１ 局本部長補佐 

２ 局本部長不在時の代理 

本 部 員 所     掌 

監 督 課 長 

１ 報道機関への対応（責任者） 

２ 現地本部との連絡調整 

３ 法令違反の検討 

健康安全課長 

 

１ 災害事故発生状況等の把握及びこれに伴う現地本部との連絡調整 

２ 災害減員救命等に関する現地本部との連絡調整 

３ 石油コンビナート等防災本部現地本部員代理（注） 

４ 災害情報の本省報告 

労災補償課長 
１ 労災補償対策、医療対策 

２ 事務局長補佐 

雇用環境・均等室長 １ 報道機関への対応（副責任者） 

賃 金 室 長 １ 局本部長特命事項 

事 務 局 長 所       掌 

総 務 課 長 

１ 本部の庶務の統括に関すること 

２ 災害対策の予算に関すること 

３ 特別業務体制確立のための人、物、場所等の手配に関すること 

現 地 本 部 長 所  掌 

所 轄 署 長 １ 現地本部の統括 

班 班   長 班  員 

災
害 

調
査
班 

産業安全専門官（又は労
働衛生専門官）又は所轄
署安全衛生主務課長 

所轄署安全衛生担当職
員、応援職員等 
 

司
法 

捜
査
班 

所轄署副署長又は 
監督主務課長 
       

所轄署司法業務担当職

員、応援職員等 

労
災 

補
償
班 

所轄署労災課長 
 
 

所轄署労災補償担当職

員、応援職員等 

現 場 指 揮 
責 任 者 

所   掌 

業 務 担 当 
監察監督官 

１ 災害調査及び司法
捜査全体の指揮 

２ 関係者及び現地本
部員の安全確保 

３ 現地本部長補佐 

現地連絡調整 所       掌 

管 理 担 当 

監 察 監 督 官 

１ 局本部との連絡調整統括 

２ 報道機関等との対応（原則として報道機関への発表等は局本部に一元化する。） 
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４ 中国四国産業保安監督部 

    災害が発生し、又は発生する恐れがある場合等において、災害対策を円滑に実施するため、その所掌事

務に係る災害応急・復旧対策を総合的に講じる必要があると認めるとき等には、災害対策本部を設置する。 
          

  経済産業省 

  産業保安グループ 
     

  指示    ↑      

   ↓   報告      

  中国四国産業保安監督部      

   
災害対策本部 

    本部長 ：部長 

    副本部長：産業保安監督管理官 

    本部員 ：防災委員会委員（各課長）及び防災担当職員の 

中から本部長の指名する者 

（任務） 

次に掲げる事務を行う。 

 ア 法令又は計画及びこの要領に定めるところにより、各課が 

  実施する災害応急・復旧対策に関する事務の総合調整及び連 

  絡に関すること 

 イ 災害に関する情報の収集及び連絡に関する事務を総括する 

  こと 

 ウ その他各課が実施する災害応急・復旧対策を推進すること 

   
 中国経済産業局 

 災害対策本部 

  本部長：局 長 

  （総務企画部総務課） 

 

     情報連絡  

        

             

    

災害対策本部事務局 

    事務局長：管理課長 

    事務局員：防災委員会委員及び本部長が指名する者 

（任務） 

災害対策本部の事務の円滑な遂行 

     

                

 

  防災に関する事務の分掌（災害一般） 

事項 担当課室 

災害対策業務体制整備 本部体制 管理 

防災業務検討体制 防災委員会 管理 

情報連絡体制 部内各課間 

自治体 

関係省庁地方支部局 

民間事業者等 

対外広報 

管理 

関係各課、管理 

関係各課、管理 

関係各課 

関係各課、管理 

ライフライン 電力 

都市ガス 

ＬＰガス 

熱供給 

電力安全 

保安 

保安 

保安 

産業保安 高圧ガス 

石油コンビナート 

火薬類 

鉱山 

保安 

保安 

保安 

鉱山保安、鉱害防止 

被災産業調査・支援 

 

企業防災対策 

 

防災訓練 

全体調整 

個別対応 

全体調整 

個別対応 

管理 

関係各課 

管理 

関係各課 

管理 
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５ 中国地方整備局 

災害が発生した場合においては、必要に応じて当該所管事務所等が災害対策本部を設置し、災害の状況

を調査するとともに、これに対処するものとする。 

    

 災害の発生の恐れのある場合及び災害が発生した場合、防災体制をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

   

                                         
 

６ 第六管区海上保安本部 

特別防災区域及びその周辺において海上に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その

災害発生海域、災害の規模に応じ、広島海上保安部、岩国海上保安署又は第六管区海上保安本部において

所要の体制で対処する。 

なお、油等が著しく大量に排出された場合における排出油等の防除措置については、海洋汚染等及び海

上災害の防止に関する法律に基づいて海上保安庁長官が作成した瀬戸内海中部海域排出油等防除計画によ

って実施する。 

 

 

 

 

 

防災技術センター 

総 括 室 

総 務 室 

建 政 室 

河 川 室 

道 路 室 

港 湾 空 港 室 

営 繕 室 

支部（太田川河川事務所） 

支部（広島国道事務所） 

支部（山口河川国道事務所） 

支部（広島港湾･空港整備事務所） 

支部（宇部港湾・空港整備事務所） 

本部長 副 本 部 長 

用 地 室 

企 画 室 
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第２項 自衛隊 

 災害派遣要請者からの要請に基づき、自衛隊の運用計画の定めるところにより、災害派遣部隊を編成して

被災地に派遣し、必要な防災活動を実施するものとする。 

  

第３項 県 

１ 広島県 

広島県は、広島県災害対策運営要領に定めるところにより、次の体制で対処するものとする。 

（１）防災体制  

特別防災区域内で災害が発生した場合、又はそのおそれがある場合には、その状況により「注意体制」、 

「警戒体制」及び「非常体制」の３体制に分けて災害応急対策を実施する。 

体 制 体制の概要 

注意体制 ・ 消防保安課が主体的に、関係課、総務事務所（支所）及び関係地方機関とともに対応する。 

・ 業務内容は、主として情報収集及び連絡活動とする。 

警戒体制 ・ 危機管理監が主体的に関係局（部）、総務事務所（支所）及び関係地方機関とともに対応する。 

・ 業務内容は、主として情報収集、連絡活動、災害予防及び災害応急措置とする。 

非常体制 ・ 知事を本部長とする災害対策本部及び、地域危機管理監を支部長とする災害対策支部を設置し

て全庁的に対応する。 

・ 業務内容は、主として情報収集、連絡活動、災害予防及び災害応急措置とする。 

   

（２）各体制の設置判断基準 

次の判断基準により各体制を執る。 

体制 判断基準 体制の決定 

注意体制 ・ 危険物、高圧ガス及び毒劇物（以下「危険物等」という。）の漏えい、

火災又は爆発等の事故が発生又は発生のおそれがある場合であって、相当

の被害が予想されるとき。 

消防保安課長が必

要と認めたとき。 

警戒体制 ・ 危険物等に係る次の事故で、県内の消防力等で対応が可能な場合 

①多数の死傷者が生じたとき又はそのおそれがあるとき。 

②甚大な物的被害が生じたとき又はそのおそれがあるとき。 

③危険物等が公共用水域へ大量に流出したとき又はそのおそれがあるとき。 

危機管理監が必要

と認めたとき。 

非常体制 ・ 警戒体制の欄に掲げる事故が発生し、現に甚大な被害があって拡大する

おそれがあるとき、又は県内の消防力等のみでは対応できないと予測され

るとき。 

・ 災害が特別防災区域を越えて、周辺地域へ拡大するおそれがある場合 

総合的な対策を講

ずるため、特に知

事が必要と認めた

とき。 

 

（３）各体制における組織 

各体制における関係機関は次のとおりとする。 

区分 関 係 部 署 名 

注意体制･ 

警戒体制 

（本 庁） 

危機管理監 

交通対策担当     環境保全課 

産業廃棄物対策課          

薬務課       商工労働総務課  

水産課       道路河川管理課 

港湾振興課     都市計画課 

都市環境整備課  

（地方機関） 

（岩国・大竹地区災害時） 

西部（総務事務所、厚生環境事務所・保健所、 

農林水産事務所、建設事務所廿日市支所） 

 

 

非常体制 全庁的体制とする。 
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（４）注意体制における応急対策 

注意体制においては、次の業務のほか、災害の状況に応じて必用な防災活動を行う。 

区 分 業    務 

本 

 

庁 

消防保安課 

⚫ 消防関係機関、関係課及び総務事務所（支所）と情報交換を行う。 

⚫ 把握した被害状況を取りまとめる。 

⚫ 危機管理監等に把握した状況を報告する。 

⚫ 課内の配備要員の増員その他体制の強化を行う。 

関 係 課 

⚫ 関係地方機関等からの情報収集を行う。 

⚫ 被害状況等を消防保安課に報告する。 

⚫ 課内の配備要員の増員その他体制の強化を行う。 

地
方
機
関 

総務事務所 

（支所） 

⚫ 所管区域内の被害状況等を取りまとめる。 

⚫ 所管区域内の被害状況等を関係地方機関に情報提供する。 

⚫ 必要に応じて消防保安課長に報告する。 

⚫ 所内の配備要員の増員その他体制の強化を行う。 

関係地方機関 

⚫ 所管区域内の被害状況等を把握するとともに、市町等の防災関係機関からの

情報収集を行う。 

⚫ 被害状況等を総務事務所（支所）及び関係課に報告する。 

⚫ 所内の配備要員の増員その他体制の強化を行う。 

 

（５）警戒体制における応急対策 

警戒体制においては、次の業務のほか、災害の状況に応じて必用な防災活動を行う。 

区 分 業    務 

本 

 

庁 

危機管理監 

⚫ 市町・消防等の防災関係機関、関係課及び総務事務所（支所）と情報交換

し、防災対策について協議する。 

⚫ 各課等の被害状況を取りまとめる。 

⚫ 関係課長及び地域危機管理監、関係地方機関の長に対して、防災体制及び防

災対策について助言又は指示する。 

⚫ 広島県石油コンビナート等防災本部構成機関との連絡及び調整を行う。 

⚫ 被害状況等を知事及び副知事等に報告する。 

⚫ 非常体制への移行を知事に進言する。 

⚫ 監内の配備要員の増員その他体制の強化を行う。 

関  係  課 

⚫ 関係地方機関等と情報交換し、防災対策について協議する。 

⚫ 被害状況等を危機管理監に報告する。 

⚫ 課内の配備要員の増員その他体制の強化を行う。 

地 

方 

機 

関 

総務事務所 

（支所） 

⚫ 所管区域内の被害状況等を取りまとめる。 

⚫ 所管区域内の被害状況等を関係地方機関に情報提供する。 

⚫ 必要に応じて、被害状況等を危機管理監に報告する。 

⚫ 必要に応じて、関係地方機関による応急対策実施を総合調整する。 

⚫ 所内の配備要員の増員その他体制の強化を行う。 

関係地方機関 

⚫ 所管区域内の被害状況等を把握するとともに、市町等の防災関係機関からの

情報収集を行う。 

⚫ 被害状況等を総務事務所（支所）及び関係課に報告する。 

⚫ 所内の配備要員の増員その他体制の強化を行う。 
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（６）非常体制における応急対策 

非常体制においては、｢広島県災害対策運営要領｣による災害対策本部を設置し、災害対策の推進に関し、総

合的かつ一元的体制を確立するとともに、広島県石油コンビナート等防災本部及び広島県防災会議と密接な連

携のもとに災害予防及び災害応急対策を実施するものとする。 

区  分 役    割 

本部長（知事） ⚫ 災害対策本部の事務を統括し、本部職員を指揮監督する。 

副本部長（危機

管理監担当副知

事） 

⚫ 本部長を補佐する。 

⚫  

総括部長・ 

事務局長 

（危機管理監） 

⚫ 本部長及び副本部長を補佐し、必要な防災対策及び防災体制について進言する。 

⚫ 災害対策を総括指揮する。 

⚫ 災害対策本部事務局の事務を総括する。 

⚫ 災害応急対策に係る防災関係機関との調整を行う。 

⚫ 防災関係機関との合同対策会議を開催する。 

⚫ 状況に応じて、災害対策本部・支部体制を拡大又は縮小することができる。 

⚫ 事案及び状況に応じて、危機管理センターで配備する班の数を増減することができ

る。 

⚫ 効果的な応急対策を講じるため、状況に応じて関係実施部各班員をメンバーとした

チームを危機管理センターに設置することができる。 

災害対策本部員 

（実施部部長） 

⚫ 本部長の命を受け、災害対策本部に設置する部の事務を総括する。 

⚫  

班 長 
⚫ 部長の下、班の事務を総括する。 

⚫ 副班長を定め、班員の処理すべき事務を指示する。 

事務局班員 

⚫ 事務局総括班及び情報連絡班は、危機管理センターに配備して各班の分掌事務に従

事する。 

⚫ 事務局のその他の班は各執務室で各班の分掌事務に従事する。 

実施部班員 

⚫ 各執務室で各班の分掌事務に従事する。 

⚫ 必要に応じて、危機管理センターに配備して、関係班間の応急対策の調整事務に従

事する。 

⚫ 「災害対策本部設置時の各種情報伝達経路等（別表９）」により、それぞれの分掌

事務に関する災害情報の収集に努めるものとし、収集した情報は直ちに情報連絡班

及びその他の関係班に伝達する。 
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２ 山口県 

（１） 防災体制の種類と基準                

種 類 一 般 的 な 基 準 配  備  課 

第

一

防

災

体

制 

（１） 特定事業に災害が発生し、又は災害が発生するおそ

れのある場合に、当該特定事業所の自衛防災組織等並

びに管轄消防機関、県警察及び海上保安部（署）等に

よって災害を鎮圧し、その拡大を防止できるとき。 

（２） 災害状況により知事が防災体制を命じたとき。 

消 防 保 安 課 

薬 務 課 

環 境 政 策 課 

健康福祉センター  

 

災害の事態に応じ主管部長が配備を命

じる課及び出先機関 

第

二

防

災

体

制 

 

（１） 災害の規模が大で関係機関等が総合的な応急対策を

実施するとき。 

（２） 災害の状況により知事が防災体制を命じたとき。 

 

第一次防災体制の配備課を加え、災害

の事態に応じ、主管部長が配備を命じ

る課及び出先機関 

 

（２） 配備の要領 

ア 勤務時間内外を問わず、消防保安課長が配備課長及び山口県石油コンビナート等防災本部の幹事と

なっている課長に対し、防災体制の種類と配備について連絡をする。 

 なお、出先機関については、当該防災本部の幹事となっている課長が行う。 

イ 防災体制が移行若しくは廃止された場合、消防保安課長は幹事となっている課長に対し、防災体制

の移行と配備について連絡をする。 

 なお、出先機関については、アと同様である。 

ウ 幹事となっている課長はア、イについて部内の各課及び出先機関に対し連絡をする。 

エ 配備職員は配備についたときは、所属課長に報告するとともに、速やかに消防保安課に連絡をする。 

オ 各関係課長は配備職員をあらかじめ指名し、緊急連絡及び配備の体制を確立しておくものとする。 

（３） 配備場所 

消防保安課とするが、災害の規模、態様等により、知事が必要と認めた場合、災害対策室とする。 

なお、出先機関についてはそれぞれの事務所とする。 
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（４） 関係各課所の所掌事務 

部 課  所 所    掌    事    務 

総

 
 

務

 
 

部 

○消防保安課 

防災危機管理課 

 

 

 

部内の連絡に関すること。 

防災本部の運営に関すること。 

現地本部に対する指示、連絡調整に関すること。 

各課との連絡調整に関すること。 

防災行政無線の管理運営に関すること。 

自衛隊の災害派遣に関すること。 

災害情報の収集、伝達に関すること。 

関係機関等との連絡調整に関すること。 

災害情報のとりまとめに関すること。 

消防庁等に対する災害報告のとりまとめに関すること。 

政府、国会等の災害視察者に対する措置に関すること。 

危険物及び高圧ガスの保安対策に関すること。 

災害情報に関する庁内放送の実施に関すること。 

庁内電話の管理運営に関すること。 

災害対策に関する事務で他部に属さない事項 

学事文書課 災害関係文書の浄書に関すること。 

財 政 課 災害対策に必要な財政措置に関すること。 

秘 書 課 

 

 

本部長又は本部長代理の秘書に関すること。 

本部長又は本部長代理の行動日程の作成及び関係部への連絡に関すること。 

知事の対外事務（電報、書簡等）の総合的処理に関すること。 

 

 
総
合
企
画
部 

○政策企画課 

 

部内の連絡に関すること。 

政府・国会等への要望に関すること。 

広報広聴課 

 

報道機関との連絡等に関すること。 

災害情報及び災害対策の発表の調整に関すること。 

東京事務所 
 

政府、国会等中央関係機関に対する連絡等に関すること。 

中央関係方面の情報収集に関すること。 

環
境
生
活
部 

○環境政策課 

 

 

部内の連絡に関すること。 

ばい煙、粉じん、特定物質（大気関係）、騒音、振動、悪臭等による公害の防止対策

に関すること。 

汚水、排水、有害物質（水質関係）、油濁等による公害の防止対策に関すること。 

健 

康 

福 

祉 

部 
厚 政 課 

 

部内の連絡に関すること。 

日赤救護班等、救助に関する部外機関との連絡に関すること。 

被災地における民生安定に関すること。 

医療政策課 

 

 

医療機関との連絡に関すること。 

救急医療班（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を含む）の出動要請その他医師会等と

の連絡に関すること。 

その他応急衛生対策に関すること。 

○薬務課 
毒物、劇物による災害の拡大防止に関すること。 

医療品、衛生材料の確保及び配分に関すること。 

産
業
労
働
部 

○産業政策課 

 

部内の連絡に関すること。 

火薬類の保安対策に関すること。 

 

 

健康福祉 
センター   

社会福祉事務所及び 
健康福祉センター 

健康福祉 
センター   

健康福祉 

センター   
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部 課  所 所    掌    事    務 

農 

林 

水 

産 

部 

○農林水産政策課 

 

部内の連絡に関すること。 

農林水産業関係の被害状況のとりまとめ及び総括に関すること。 

ぶちうまやまぐ 

ち推進課 
農林水産業金融の総括に関すること。 

農 業 振 興 課 農作物被害の防止に関すること。 

農 村 整 備 課 

農林水産事務所 

農村整備部 

農地農業用施設被害の防止に関すること。 

農林水産大臣所管の海岸保全に関すること。 

森 林 企 画 課 

農林水産事務所 

森 林 部 

林業施設及び林産物被害の防止に関すること。 

水 産 振 興 課 
農林水産事務所水産部 

水産振興局 

漁船・水産物・水産関係施設の被害の防止に関すること。 

災害対策用船舶（取締船・調査船・漁船）の確保のあっせんに関すること。 

漁港漁場整備課 
農林水産事務所水産部 

水産振興局 
漁港被害の防止に関すること。 

土 
 

木 
 

建 
 

築 
 

部 

砂 防 課 

（土木建築事務所） 公共土木施設（国土交通省関係）の被害状況のとりまとめに関すること。 

河 川 課 

（土木建築事務所） 
河川及び海岸の災害対策に関すること。 

○港 湾 課 

 

 

部内の連絡に関すること。 

港湾の被害防止に関すること。 

港湾の管理、運営に関すること。 

海岸の災害対策に関すること。 

道路整備課 

（土木建築事務所） 
道路の管理及び交通路線の確保、維持に関すること。 

企
業
局 

電気工水課 

 

部内の連絡に関すること。 

工業用水道の給水に関すること。 

会
計
管
理
局 

物品管理課 緊急輸送車両の確認申請に関すること。 

教
育
庁 

教育政策課 
(教育事務所) 

 

部内の連絡に関すること。 

文教関係の被害状況のとりまとめに関すること。 

児童生徒の避難措置に関すること。 

 

 

 

港湾管理事務所 
土木建築事務所 
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第４項 県警察 

１ 広島県警察本部 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、県警察は必要により所要の警備体制を確立して、

一連の災害警備活動を実施するものとする。 
 

（広島県警察本部） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 山口県警察本部 

大規模な災害が発生した場合は、山口県警察における緊急事態の初動措置に関する要綱による。 

（山口県警察本部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

指 揮 指 揮 班 

 
 
 
 

 

総 務 

総 務 班 

広 報 班 

補 給 班 

装 備 車 両 班 

施 設 班 

 

し せ  

警 務 

警 務 班 

渉 外 班 

被害（災）者支援班 

留 置 管 理 班 

  受 援 受 援 連 絡 班 

  
生 活 安 全 生 活 安 全 班 

  地 域 地 域 班 

  刑 事 捜 査 班 
  

交 通 
交 通 班 

交 通 捜 査 班 

  
警 備 

情 報 班 

実 施 班 

  通 信 通 信 班 

総 括 指 揮 総 括 指 揮 班 

 
 
 
 

 

情 報 実 施 

情 報 班 

実 施 班 

警 衛 警 護 班 

受 援 班 

渉 外 班 

  

総 務 

警 務 班 

装 備 班 

広 報 班 

厚 生 班 

給 養 班 

  
捜 査 

捜 査 班 

鑑 識 班 

  生 活 安 全 生 活 安 全 班 

  地 域 地 域 班 

  交 通 交 通 班 

  通 信 通 信 班 

 

対 策 本 部 

山 口 県 警 察 
警備対策本部 
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第５項 関係市町 

１ 大 竹 市 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その状況に応じて大竹市地域防災計画に定める災害対策本

部の組織計画を準用し、これに対処するものとする。 

（１） 災害対策本部組織系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文 教 部 ( 長 ) 

 

上 下 水 道 部 ( 長 ) 

 

災 害 対 策 本 部 長 

 

総 務 部 ( 長 ) 

 
大 竹 市 防 災 会 議 

 

副 本 部 長 

 

本 部 長 付 

 

本 部 会 議 

 

消 防 団 

 

庶 務 資 材 班 ( 長 ) 

 

医 療 給 与 班 ( 長 ) 

 

大 竹 支 部 ( 長 ) 

 木野・川手支部 (長 ) 

 小 方 支 部 ( 長 ) 

 阿 多 田 支 部 ( 長 ) 

 玖 波 支 部 ( 長 ) 

 松 ヶ 原 支 部 ( 長 ) 

 栗 谷 支 部 ( 長 ) 

 
 

消 防 部 ( 長 ) 

 

建 設 部 ( 長 ) 

 

健 康 福 祉 部 ( 長 ) 

 

市 民 生 活 部 ( 長 ) 

 

庶 務 班 ( 長 ) 

輸送用度・給与班(長) 

会 計 班 ( 長 ) 

庶 務 班 ( 長 ) 

災 害 予 防 班 ( 長 ) 

災 害 応 急 班 ( 長 ) 

庶 務 班 （ 長 ） 

清 掃 班 （ 長 ） 

庶務救 護・要配慮者 

支 援 班 ( 長 ) 

医 療 班 ( 長 ) 

福 祉 施 設 班 ( 長 ) 

庶務資材指導連絡班(長) 

第 １ 技 術 班 ( 長 ) 

第 ２ 技 術 班 ( 長 ) 

庶 務 班 ( 長 ) 

工 務 班 ( 長 ) 

学 校 教 育 班 ( 長 ) 

社会教育施設班 (長 ) 
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（２） 災害対策本部職務分掌表 

部 班 分    掌    事    務 

総 務 部 庶 務 班 総合連絡統制に関すること。 

本部員の動員に関すること。 

市民の動員に関すること。 

気象及び災害情報の収集 、伝達及び広報に関すること。 

災害の応急工作及び非常警備に関すること。 

被害報告に関すること。 

部内の一般庶務に関すること。 

 輸 送 用 度 ・ 

給 与 班 

庁用自動車の管理に関すること。 

輸送関係者の動員に関すること。 

食糧及び商工物資の調達に関すること。 

被服、寝具及び日用品の調達に関すること。 

給与対策の総合調整に関すること。 

義援金及び義援物資の配分に関すること。 

本部、支部並びに罹災者の炊出しに関すること。 

 会 計 班 本部の一般経理に関すること。 

義援金及び義援物資の受入れに関すること。 

消 防 部 庶 務 班 警報の伝達に関すること。 

消防職員・団員の動員に関すること。 

部内の一般庶務に関すること。 

 災 害 予 防 班 気象及び災害情報の収集 , 広報に関すること。 

巡視及び警戒に関すること。 

避難に関すること。 

 災 害 応 急 班 活動の編成に関すること。 

災害の応急工作及び非常警備に関すること。 

人命救助及び救出に関すること。 

市民生活部 庶 務 班 自治会との情報収集・伝達に関すること。 

公共交通の通行情報等に関すること。 

部内の一般庶務に関すること。 

清 掃 班 罹災地域のごみ及びし尿の処理に関すること。 

罹災地域の防疫及び消毒に関すること。 

健康福祉部 庶 務 救 護 ・ 

要配慮者支援班 

罹災者の実態調査に関すること。 

義援金及び義援物資の配分に関すること。 

罹災者の救護に関すること。 

福祉施設の被害情報の収集に関すること。 

福祉施設への広報活動に関すること。 

死体の処理に関すること。 

要配慮者への情報伝達に関すること。 

要配慮者の状況把握、避難支援及び相談業務に関すること。 

福祉避難所への退避及び連絡調整に関すること。 

部内の一般庶務に関すること。 

 医 療 班 医療関係者の動員に関すること。 

医療品の調達及び保管に関すること。 

負傷罹災者の救護に関すること。 

医療救護及び防疫に関すること。 

罹災地域の飲料水（上水道を除く）の消毒に関すること。 

 福 祉 施 設 班 在所中保育児の避難及び誘導に関すること。 

災害時の応急保育に関すること。 

避難者の受入れに関すること。 

ボランティアセンターとの連絡調整に関すること。 
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部 班 分    掌    事    務 

建 設 部 庶 務 資 材 

指 導 連 絡 班 

応急復旧資器材の調達及び保管に関すること。 

公共施設の被害情報の収集に関すること。 

部内の一般庶務に関すること。 

災害危険区域の非常警備に関すること。 

災害の応急工作に関すること。 

支部との情報連絡に関すること。 

第 １ 技 術 班 玖波地区及び中山間地域の応急復旧工事に対する技術指導に関すること。  

災害の応急工作及び非常警備に関すること。 

担当地域の災害調査に関すること。 

 第 ２ 技 術 班 大竹地区及び小方地区並びに小瀬川水系地域の応急復旧工事に対する技術指導に関

すること。 

災害の応急工作及び非常警備に関すること。 

担当地域の災害調査に関すること。 

住宅応急対策に関すること。 

上下水道部 庶 務 班 広報活動に関すること。 

応急復旧資材の調達に関すること。 

飲料水の配給に関すること。 

部内の一般庶務に関すること。 

 工 務 班 水道及び下水道施設の警戒防護に関すること。 

水道及び下水道施設の応急復旧工事に関すること。 

応急給水に関すること。 

送配水，排水に関すること。 

 

文 教 部 学 校 教 育 班 教育機関への広報活動に関すること。 

在校中児童生徒の避難に関すること。 

災害時の応急教育に関すること。 

教育施設の被害情報の収集に関すること。 

避難者の受入れに関すること。 

 社 会 教 育 

施 設 班 

社会教育施設の被害情報の収集に関すること。 

避難者の受入れに関すること。 

 

支  部  職  務  分  掌  表 

班 分      掌      事      務 

庶 務 資 材 班 支部の連絡、統制に関すること。 

支部員の動員に関すること。 

気象及び災害情報の収集、伝達及び広報に関すること。 

被害状況及び罹災者の実態調査に関すること。 

災害の応急工作及び非常警備に関すること。 

避難者の受入れに関すること。 

支部の一般庶務に関すること。 

災害の応急工作及び非常警備に関すること。 

応急復旧資材の調達及び保管に関すること。 

人命救助及び救出避難に関すること。 

医 療 給 与 班 医療救護、防疫に関すること。 

医療関係者の動員に関すること。 

義援金及び義援物資の配分に関すること。 

罹災者の炊出しに関すること。 

 

（３） 消防出動体制 

災害の規模、態様に応じて「大竹市警防規程」に定めるところにより部隊を編成し、出動するものとする。 
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木 野 地 区

第 十 分 団 松 ケ 原 地 区

第 八 分 団 阿 多 田 地 区

栗 谷 地 区

第 九 分 団 玖 波 地 区

第 二 分 団

　 元 町 一 ・ 二 ・ 三

　 四 丁 目 ・ 大 竹 町 大 竹

　 新 町 三 丁 目

　 白 石 一 ・ 二 丁 目

　 本 町 一 ・ 二 丁 目

　 油 見 一 ・ 二 ・ 三 丁 目

　 大 竹 町 油 見

　 新 町 一 ・ 二 丁 目

地 区第 三 分 団

第 一 分 団 元 町 地 区

第 一 部

第 二 部

第 一 部

第 二 部

　 東 栄 一 ・ 二 ・ 三 丁 目 ・ 北 栄

　 西 栄 一 ・ 二 ・ 三 丁 目

　 南 栄 一 ・ 二 ・ 三 丁 目

　 港 町 一 ・ 二 丁 目 ・ 小 方 町 黒 川

　 黒 川 一 ・ 二 ・ 三 丁 目 の 一 部

　 晴 海 一 ・ 二 丁 目

　 御 園 一 ・ 二 丁 目

　 小 方 一 ・ 二 丁 目 ・ 小 方 町 小 方

　 御 園 台 ・ 小 方 町 小 方 の 一 部

 三 ツ 石 町 ・ 小 方 ヶ 丘

　 御 幸 町

　 立 戸 一 ・ 二 ・ 三 ・ 四 丁 目

　 前 飯 谷 ・ 後 飯 谷

　 小 方 町 小 方 の 一 部

　 安 条 ・ 八 丁 ・ 比 作

　 防 鹿 ・ 穂 仁 原

　 阿 多 田

　 明 治 新 開

　 湯 舟 町 ・ 黒 川 三 丁 目 の 一 部

　 玖 波 一 ・ 二 ・ 三 ・ 四 ・ 五

　 六 ・ 七 ・ 八 丁 目 ・ 玖 波 町

第 一 部

第 二 部

第 二 部

油 見
新 町

第 一 部

第 二 部

第 一 部

第 二 部

第 一 部

第 二 部

地 区

第 四 分 団 栄 町 地 区

第 一 部

第 二 部

第 五 分 団 小 方 地 区

第 一 部

第 三 部

消
　

防
　

長

　 予 　 　 防 　 １ 　 係

　 救 　 　 助 　 １ 　 係

　 救 急 通 信 　 １ 　 係

第 六 分 団

立  戸

三 ツ 石

　 松 ケ 原 町

　 奥 谷 尻

　 後 原 ・ 谷 和 ・ 広 原

　 大 栗 林 ・ 小 栗 林

第 一 部

第 二 部

第 三 部

　 予 　 　 防 　 2 　 係

　 救 　 　 助 　 2 　 係

　 救 急 通 信 　 2 　 係

地 区

川 手 地 区

第 十 二 分 団

白 石
本 町

第 一 部

第 十 一 分 団

第 一 部

第 二 部

第 七 分 団

第 一 部

第 二 部

警 　 　 防 　 　 係

予 　 　 防 　 　 係

危 　 険 　 物 　 係

　 木 野 一 ・ 二 丁 目 ・ 大 竹 町 木 野

  
市

　
長

　

団
　

　
長

副
 団

 長

団 　 本 　 部 女 性 消 防 団

消 防 団

第 　 二 　 小 　 隊

署
　

　
長

消 防 署

第 　 一 　 小 　 隊

消
防

課
長消 防 本 部

（
4
）
大
竹
市
消
防

組
織

図

消 　 防 　 団 　 係
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２ 岩国市 

（１） 防災体制の種類と基準 

種種類類  一一  般般  的的  なな  基基  準準  配配    備備    課課  

第
一
防
災
体
制 

（１） 特定事業所に災害が発生し、又は災害が発生するおそ

れのある場合に、当該特定事業所の自衛防災組織等並び

に管轄消防機関及び海上保安部（署）等によって災害を

鎮圧し、その拡大を防止できるとき。 

（２） 災害状況により市長が防災体制を命じたとき。 

消防本部 

危機管理課 

地域づくり推進課 

ただし、特殊な災害の場合は、関係各

主管課において配備する。 

第
二
防
災
体
制 

 

（１） 災害の規模が大きく、防災関係機関が総合的な応急対

策を実施する必要があるとき。 

（２） 災害の状況により市長が防災体制を命じたとき。 

  

第一防災体制の配備課を加え、災害の

状態に応じ主管部長が配備を命じる課 

 

（２） 配備の要領 

ア 第１防災体制においては、情報収集及び連絡活動を主として行い、特に関係のある部課の職員の少人数で

配備し、災害の状況により第２防災体制に移行し得る体制とする。 

イ 第２防災体制においては、災害の規模が大きく、また、人体等に多大な影響を及ぼすおそれがある場合で、

現地防災本部配備とし、防災関係機関が総合的な対策が講じられる体制とする。 

ウ 各関係課長は、配備職員をあらかじめ指名し、緊急連絡及び配備の体制を確立しておく。 

エ 配備職員は、配備についたときは速やかに所属課長及び危機管理課に連絡する。 

 

（３） 関係各課の所掌事務 

部 部 長 班 名 班 長 所   属   事   務 担 当 課 

総 務 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危 機 

管 理 監 

 

 

危 機 

監 理 班 

 

 

 

危機管理

課 長 

 

 

１ 本部室の総括に関すること。 

２ 本部員会議に関すること。 

３ 各部の災害対策の総括及び連絡調整に関すること。 

４ 気象・異常現象・地震情報の収集伝達に関すること。 

５ 各部からの災害情報及び報告事項の取りまとめ並びに

速報に関すること。 

６ 防災行政無線の管理運営に関すること。 

７ 県災害対策本部への災害報告に関すること。 

８ 県災害対策本部への自衛隊の災害派遣要請依頼に関す

ること。 

９ 警察署、海上保安部（署）との情報交換、連絡調整に

関すること。 

１１００ 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２３条の２第２

項及び同法第２４条第４項に規定する公用令書の取り扱い

に関すること。 

１１１１ 緊急通行車両の確認申請及び緊急車両の確保・借上げ 

・配車に関すること。 

１１２２ 災害関係文書の処理に関すること。 

１１３３ 庁内電話及び庁内放送に関すること。 

１１４４ 防災資機材の調達・配備に関すること。 

１１５５ 部内各班の調整取りまとめに関すること。 

１１６６ 菅野ダム、小瀬川ダム、弥栄ダム及び生見川ダムの操

作その他の情報の収集連絡に関すること。 

１１７７ その他災害対策の事務で他部に属さない事項。 

危 機 

管 理 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部長 

 

 

 

 

秘書広報班 

 

 

 

 

秘書広報

課  長 

 

 

 

１ 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 

２ 本部長、副本部長の行日程の作成及び関係部への連絡

に関すること。 

３ 市長会の連絡に関すること。 

４ 災害関係の陳情に関すること。 

秘 書 

広 報 課 
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部 部 長 班 名  所   属   事   務 担 当 課 

総 務 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部長 

 

 

秘書広報班 

 

 

 

秘書広報

課 長 

５ 避難指示等の市民への伝達・避難誘導に関すること。 

６ 災害情報及び災害対策の発表並びに広報に関すること。 

７ 災害写真等記録に関すること。 

８ 避難所（供用会館）の開設及び運営に関すること。 

９ 報道機関への広報依頼に関すること。 

秘 書 

広 報 課 

職 員 班 職員課長 １ 派遣職員等の受け入れに関すること。 

２ 県、他市町村への広域応援要請依頼に関すること。 

３ 災害対策従事職員の食料等の確保に関すること。 

４ 災害対策従事職員の公務災害補償に関すること。 

職 員 課 

管 財 班 施設経営

課 長 

１ 市有財産の災害対策及び被害調査の取りまとめに関す

ること。 

施 設 

経 営 課 

情報管理班 デジタル

推進課長 

１ 庁内情報システムの管理保全に関すること。 

２ パソコン通信等による情報収集に関すること。 

デジタル

推 進 課 

総 合 政

策 部 

総合政策

部 長 

総合政策班 政策企画

課 長 

１ 部内各班及び総務班との連絡調整に関すること。 政 策 企 

画 課 

基地対策班 基地政策

課 長 

１ 自衛隊及び米軍岩国基地との連絡調整に関すること。 基 地 政 

策   課 

財 政 班 財政課長 １ 災害対策に必要な応急財政措置に関すること。 

２ 市有財産の災害対策及び被害調査の取りまとめに関す

ること。 

３ 部内各班及び総務班との連絡調整に関すること。 

財 政 課 

調 査 班 課税課長 １ 被災者及び家屋の被害調査に関すること。 

２ り災者に対する市民税の徴収猶予に関すること。 

課 税 課 

収 税 課 

交 通 班 交通政策

課 長 

１ 市交通施設の災害対策及び被害調査に関すること。 

２ 被災者及び応急物資の輸送に関すること。 

交 通 

政 策 課 

市 民 

協 働 部 

 

市民協働

部 長 

 

国 際 

交 流 班 

都 市 

交流室長 

１ 外国人の相談窓口に関すること。 

２ 部内各班の応援に関すること。 

文化スポ

ー ツ 課 

市 民 班 市民課長 １ 市民相談窓口に関すること。 

２ 安否電話、災害問い合わせへの対応に関すること。 

３ 埋火葬許可証の発行に関すること。 

市 民 課 

地域づく

り推進課 

くらし安

心安全課 

出 張 所 班 各出張所長 １ 情報の収集及び報告に関すること。 

２ 本部との通報連絡に関すること。 

３ 災害応急措置に関すること。 

４ 避難勧告・指示及び各種災害情報の広報に関すること。 

５ 管内団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 

６ 未開設避難所の緊急開設に関すること。 

７ その他必要な災害事務に関すること。 

各出張所 

体 育 班 文化スポーツ

課 長 

１ 体育施設の災害対策及び被害調査に関すること。 

２ 災害対策物資等の保管協力に関すること。 

３ 避難所（体育施設）の開設及び運営に関すること。 

４ 体育関係団体との連絡調整に関すること。 

文化スポ

ー ツ 課 

環 境 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環 境 班 環境政策

課 長 

１ 気象の観測及び報告に関すること。 

２ 公害に関すること。 

３ 防疫活動の実施に関すること。 

４ 遺体の火葬等に関すること。 

５ 簡易水道・専用水道・梅が丘団地地下水道の被害状況

の収集及び報告に関すること。 

６ 簡易水道・梅が丘団地専用水道・下水道の応急対策に

関すること。 

７ 部内各班及び総務班との連絡調整に関すること。 

環 境 

政 策 課 

清 掃 班 環境施設

課 長 

１ ごみ、がれきの処理及び清掃に関すること。 

２ し尿処理に関すること。 

３ 仮設トイレの調達・設置に関すること。 

環 境 

施 設 課 

環 境 

事 業 課 
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部 部 長 班 名 班 長 所   属   事   務 担当課 

 

 

 

 

 

 

下 水 道 班 

 

 

下水道課長 

 

 

１ 下水道の被害状況の収集及び報告に関すること。 

２ 下水道の災害防止及び応急対策に関すること。 

３ 被害状況の調査及び復旧計画に関すること。 

下水道課 

都市排水

施 設 課 

福 祉 部 

 

福祉部長 救 助 

総 務 班 

福祉政策

課 長 

１ 災害救助に関する計画の総括及び活用に関すること。 

２ 義援金品の受け付けに関すること。 

３ 赤十字奉仕団（アマチュア無線赤十字奉仕団を含

む。）及び赤十字医療班等との連絡調整に関すること。 

４ 被保護世帯等の救助に関すること。 

５ ボランティアの活動支援に関すること。 

６ 遺体の収容に関すること。 

７ 部内各班及び総括班との連絡調整に関すること。 

福 祉 

政 策 課 

生 活 

支 援 課 

 

救 助 班 障 害 者 

支援課長 

１ 災害救助物資、義援金品、見舞い品等の配布に関する

こと。 

２ 被災者に対する炊出しに関すること。 

３ 社会福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

障 害 者 

支 援 課 

こ ど も 

家 庭 課 

保 育 幼 

稚 園 課 

保 険 

年 金 課 

高 齢 者 

支 援 課 

救 護 班 健康推進

課 長 

１ 災害時における医療助産に関すること。 

２ 医療資材及び医薬品の確保に関すること。 

３ 医療関係団体との連携・調整に関すること。 

４ 応急医療需要・医療可能病院の把握（救急医療情報シ

ステム）に関すること。 

５ 災害時における伝染病予防に関すること。 

健 康 

推 進 課 

地 域 

医 療 課 

産 業 

振 興 部 

 

産業振興

部 長 

商 工 班 商工振興

課 長 

１ 所管施設及び商工関係の防災対策並びに被害調査及び

報告に関すること。 

２ 被災商工業者に対する経営指導、金融等に関すること。 

３ 衣料品、寝具及び日用品の調達に関すること。 

４ 部内各班及び総務班との連絡調整に関すること。 

商 工 

振 興 課 

観 光 班 観光振興

課 長 

１ 観光施設利用者等被災旅行者の把握及び避難・救護に

関すること。 

２ 観光施設の被害調査・報告及び応急復旧に関すること。 

観 光 

振 興 課 

流 通 班 流通課長 １ 食料品の調達に関すること。 流 通 課 

農 林 班 農林振興

課 長 

１ 農林畜産関係の被害状況の収集及び報告に関すること。 

２ 災害に伴う農林畜産関係の金融に関すること。 

３ 主食類の調達に関すること。 

４ 農林畜産関係の被害防止及び応急対策に関すること。 

５ 災害時における薪炭及び応急仮設住宅用木材の調達確

保に関すること。 

６ 土地改良区及び関係機関に対する連絡等に関すること。 

農 林 

振 興 課 

農 林 

整 備 課 

水 産 班 水産港湾

課 長 

１ 水産港湾関係の被害状況の収集及び報告に関すること。 

２ 被害状況の調査及び復旧計画に関すること。 

３ 災害対策用船舶（漁船）の確保あっせんに関すること。 

４ 災害に伴う漁業関係の金融に関すること。 

５ 水産港湾関係の被害防止及び応急対策に関すること。 

６ 災害時における在港船舶対策に関すること及び報告に

関すること。 

水 産 

港 湾 課 

建 設 部 

 

 

 

 

 

 

建設部長 

 

 

 

 

 

 

道 路 班 道路課長 １ 道路関係の被害状況の収集及び報告に関すること。 

２ 緊急輸送道路の確保及び必要な措置に関すること。 

３  道路、橋りょう等の被害防止及び応急対策に関すること。 

４ 災害時における建設業者及び関係機関との連絡等に関

すること。 

５ 被害状況の調査及び復旧計画に関すること。 

６ 部内各班及び総務班との連絡調整に関すること。 

道 路 課 
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部 部 長 班 名 班 長 所   属   事   務 担当課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河 川 班 

 

 

 

 

河川課長 

 

 

 

 

１ 河川関係の被害状況の収集及び報告に関すること。 

２ 河川等の被害防止及び応急対策に関すること。 

３ 災害時における建設業者及び関係機関との連絡等に関

すること。 

４ 被害状況の調査及び復旧計画に関すること。 

河 川 課 

 

 

 

 

都 市 

開 発 部 

都市開発

部 長 

建 築 班 建築住宅

課 長 

１ 公営住宅その他公共建築物の被害状況の収集及び報告

に関すること。 

２ 公営住宅その他公共建築物の被害調査及び応急復旧に

関すること。 

３ 応急仮設住宅の建設及び入居に関すること。 

４ 災害救助法に基づく住居応急修理に関すること。 

建 築 

住 宅 課 

都 市 

計 画 班 

都市計画

課 長 

１ 都市計画関係の被害状況の収集及び報告に関すること。 

２ 公園施設の保全に関すること。 

３ 災害応急対策に必要な場所の確保に関すること。 

４ 部内各班及び総務班との連絡調整に関すること。 

都 市 

計 画 課 
都市拠点

整 備 課 

開 発 

指 導 班 

建築指導

課 長 

１ 被災建築物応急危険度判定士並びに被災宅地危険度判

定士の受け入れ及び派遣支援に関すること。 

２ 被災建築物及び被災宅地の危険度判定に関すること。 

建 築 

指 導 課 

文 教 

対 策 部 

教 育 長

(副) 

教育次長 

教 育 

総 務 班 

教育委員会 

事 務 局 

教育政策

課 長 

１ 文教関係の被害状況の取りまとめ及び報告に関するこ

と。 

２  文教関係施設の災害対策及び応急復旧に関すること。 

３ 部内各班及び総務班との連絡調整に関すること。 

教育委員

会事務局 

教 育 

政 策 課 

学 校 

教 育 班 

教育委員会

事 務 局 

学校教育

課 長 

１ 児童・生徒の安全確保及び避難対策に関すること。 

２ 被災児童・生徒に対する学用品の供与に関すること。 

３ 避難所（学校施設）の開設及び運営に関すること。 

４ 応急教育の実施に関すること。 

５ 学校施設における避難者の救護活動への協力に関する

こと。 

教育委員

会事務局 

学 校 

教 育 課 

社 会 

教 育 班 

教育委員会

事 務 局 

生涯学習

課 長 

１ 社会教育施設の災害対策及び被害調査に関すること。 

２ 婦人会等関係団体の連絡調整に関すること。 

３ 婦人会等連絡動員に関すること。 

４ 避難所（社会教育施設）の開設及び運営に関すること。  

５ 自衛隊等応援団体の宿泊準備に関すること。 

教 育 

委 員 会 

事 務 局 

生 涯 

学 習 課 

青 少 年 班 教育委員会 

事 務 局 

青少年課長 

１ 青少年関係団体等との連絡調整に関すること。 青少年課  

経 理 部 出納室長 

 

経 理 班 出納室次長 １ 災害関係経費の出納に関すること。 

２ 義援金品の出納保管に関すること。 

出 納 室 

水 道 対

策 部 

水道局長 

(副) 

水道局次長 

庶 務 班 水 道 局 

総務課長 

１ 水道対策の総括に関すること。 

２ 部内各班及び総務班との連絡調整に関すること。 

水 道 局 

総 務 課 

給 水 班 水 道 局 

給水課長 

１ 市民給水に関すること。 水 道 局 

給 水 課 

工 事 班 水 道 局 

配水課長 

１ 給配水施設の巡回防護及び復旧に関すること。 水 道 局 

配 水 課 

浄 水 班 水 道 局 

浄水課長 

１ 浄水場諸施設の防護及び復旧に関すること。 水 道 局 

浄 水 課 
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１. 各部は、平素から連絡を密にしておくことはもちろん、非常災害において連絡調整に心掛け、統制ある活動

によりその機能を十分発揮することができるよう留意すること。 

２. 市議会事務局長は、本部付とし、対策本部及び議会との連絡に努めるものとする。 

３. 選挙管理委員会、監査委員事務局及び公平委員会事務局は、総務部に協力し、農業委員会事務局は、産業経

済部に協力するものとする。 

４. その他諸施設の職員は、それぞれの施設の防災にあたるものとする。 

部 部 長 班 名 班 長 所   属   事   務 担 当 課 

協力部 議会事務

局 長 

(副) 

監査委員事

務 局 長 

議 会 班 議会事務局

庶 務 課 長 

 

１ 議会関係の連絡調整に関すること。 

２ 市議会議員への災害情報の伝達。 

３ 緊急を要する他部への協力要請に関すること。 

議 会 

事 務 局 

公平・監

査 班 

監査委員会 

事務局次長 

１ 緊急を要する他部への協力要請に関すること。 公 平 

委 員 会 

事 務 局 

監 査 

委 員 会 

事 務 局 

農業委員

会 班 

農業委員会

事務局次長 

１ 緊急を要する他部への協力要請に関すること。 農 業 

委 員 会 

事 務 局 

選 管 班 選挙管理委

員会事務局

次 長 

１ 緊急を要する他部への協力要請に関すること。 選 挙 理 

委 員 会

事 務 局 

消防対

策 部 

 

消 防 長 

(副) 

消 防 次 長 

 

庶 務 班 総務課長 

予防課長 

警防課長 

 

１ 消防本部、署及び消防団の連絡調整に関すること。 

２ 情報の収集（伝達）に関すること。 

３ 消防相互応援協定に基づく応援要請に関すること。 

４ 化学消火剤、防災資機材等の調達に関すること。 

５ 危険物、毒劇物等の保安対策に関すること。 

６ 避難、広報活動等に関すること。 

７ 被害調査及び災害原因調査に関すること。 

８ 他関係機関との連携活動に関すること。 

９ 住民及び報道機関対応に関すること。 

１１００ 活動隊への後方支援に関すること。 

１１１１ 災害対策に関する事務で他に属さないこと。 

岩国地区 

消防組合 

 

総 務 課 

予 防 課 

警 防 課 

通 信 班 通信指令

課 長 

広域整備 

対策室長 

１ 職員及び団員の招集及び出動命令に関すること。 

２ 他関係機関との連携活動に関すること。 

通 信 

指 令 課 

広域整備 

対 策 室 

消 防 班 中央消防

署 長 

１ 災害対応に関すること。 

２ 被害調査及び災害原因調査に関すること。 

３ 他関係機関との連携活動に関すること。 

中 央 

消 防 署 

消防団長 消 防 団  １ 特別防災区域外の警戒及び災害対応に関すること。 

２ 住民への伝達、避難誘導に関すること。 

３ 人的被害・各種被害情報（二次災害情報を含む。）

の収集及び報告に関すること。 

危 機 

管 理 課 
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３ 和木町 

（１） 防災体制の種類と基準 

種類 一 般 的 な 基 準 配  備  課 

第
一
防
災
体
制 

（１） 特定事業所に災害が発生し、又は発生するおそれのあ

る場合に当該特定事業所の自衛防災組織等並びに管轄消

防機関、警察及び海上保安部（署）等によって災害を鎮

圧し、その拡大を防止できるとき。 

（２） 災害状況により町長が防災体制を命じたとき。 

企画総務課 

 

 

ただし、特殊な災害の場合は、各主管

課において配備する。 

第
二 

防
災
体
制 

（１） 災害の規模が大で防災関係機関が総合的な応急対策を

実施するとき。 

（２） 災害の状況により町長が防災体制を命じたとき。 

第１防災体制の配備課を加え、災害の

事態に応じ配備を命じる課 

 

 

（２） 配備の要領 

ア 第１防災体制においては、情報収集及び連絡活動を主として行い、特に関係各課の少数職員を配備する

こと。 

イ 第１防災体制においては、状況により、更に高度の配備に円滑、迅速に移行し得る体制とすること。 

ウ 各関係課長は、配備職員をあらかじめ指名し、緊急連絡及び配備の体制を確立しておくこと。 

エ 配備職員は、配備についたときは所属課長に報告するとともに、速やかに企画総務課に連絡すること。 

（３） 配備場所 

企画総務課とするが、災害の規模、態様等により町長が必要と認めた場合は、会議室とする。 

（４） 関係各課の所掌事務 

部 班 長 関係課･係 所   掌   事   務 

総 務 部 
(企画総務課長) 

 

 

総 務 班 

 
消 防 係 

企 画 総 務 課 

 

１ 本部室の総括に関すること。 

２ 本部員会議に関すること。 

３ 各部の災害対策の連絡調整に関すること。 

４ 消防に関すること。 

５ 水防警報に関すること。 

６ 避難の指示に関すること 

７ 県に対する災害報告及び要望事項のとりまとめに関する

こと。 

８ 災害対策に関する事務で他部に属さない事項 

９ 消防団員の要請及び県又は他の市町村から応援に関する

こと。 

１１００ 災害情報及び災害対策の発表並びに広報に関すること。 

１１１１ 商工業施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

１１２２ 応急商工業対策に関すること。 

１１３３ 県災害対策本部への自衛隊の災害派遣要請依頼に関する

こと。 

庶 務 班  

  
庶  務  係  

  

企 画 総 務 課 １１４４ 気象に関するその他収集伝達に関すること。 

１１５５ 県に対する災害情報その他緊急情報に関すること。 

１１６６ 各部からの災害情報及び報告事項の取りまとめに関する

こと。 

１１７７ 職員の動員に関すること。 

１１８８ 義援金品の受付配分に関すること 

 財 政 班 

 
財 政 係 

企 画 総 務 課 １１９９    時における公用自動車の管理に関すること。 

２２００    対策に必要な財政措置に関すること。 

２２１１ 応急救助に要する経費その他の金品の出納に関すること。 

２２２２ 災害救助基金の出納に関すること。 

２２３３ 災害時における物資の調達に関すること。 

災 害 救 助 部 

(保健福祉課長) 

救 助 班 

( 税 務 課 長 ) 

保 健 福 祉 課 

税 務 課 
保健相談センター 

１ 災害救助法の適用に関すること。 

２ 災害救助に関する計画の総括及び活用に関すること。 

３ 応急救助に関する部外機関との連絡に関すること。  

企 画 総 務 課 

課 長 補 佐 

企 画 総 務 課 

課 長 補 佐 

企 画 総 務 課 

課 長 補 佐 
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部 班 長 関係課･係 所   掌   事   務 

災 害 救 助 部 

(保健福祉課長) 

救 助 班 

( 税 務 課 長 ) 

 

保 健 福 祉 課 

税 務 課 
保健相談センター 

４ 救助事務の指導及び連絡に関すること。 

５ 一般罹災者関係の被害状況の取りまとめに関すること。 

６ その他被害地における民政安定に関すること。 

７ 災害応急対策等に必要な労務の供給に関すること。 

８ 避難指導に関すること。 

保 健 衛 生 班 

 

保 健 福 祉 課 

税 務 課 
保健相談センター 

９ 応急医療に関すること。 

１１００ 衛生関係施設の被害状況の取りまとめ及び応急復旧に関

すること。 

１１１１ 医療機関との連絡に関すること。 

１１２２ 医療品衛生材料の確保及び配分に関すること。 

１１３３ 災害地における環境衛生に関すること。 

１１４４ 災害地における防疫に関すること。 

１１５５ 被害地における食品衛生に関すること。 

１１６６ その他応急衛生対策に関すること。 

経 済 対 策 部 

(住民サービス課) 

経 済 班 

 

住民サービス課 １ 農林業関係の被害状況のとりまとめの総括に関すること。 

２ 災害時における農林金融の総括に関すること。 

３ 応急農林対策の総括に関すること。 

４ 災害時における農作物の畜害虫防除等応急技術対策等に

関すること。 

５ 災害時における種子種苗の確保供給に関すること。 

６ 災害時における農林業生産資材対策に関すること。 

７ 農業用施設の水防に関すること。 

８ 災害時における家畜の管理及び食料の需給に関すること。 

９ 社会福祉及び児童福祉施設の被害調査及び応急復旧に関

すること。 

文 教 対 策 部 

( 教 育 長 ) 

 

学 校 施 設 班 

( 事 務 局 長 ) 

教 育 委 員 会 １ 文教関係のとりまとめに関すること。 

２ 文教施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

３ 児童生徒が避難措置並びに災害救助活動に関すること。 

４ 罹災児童生徒に対する学用品の供給等に関すること。 

５ 応急教育の実施に関すること。 

６ 文教社会教育文化財に関すること。 

給 食 班 

（給食センター所長） 

教 育 委 員 会 ７ 災害用主食の調達配給及び副食の調達確保に関すること。 

学 校 保 健 班 
( 保 健 係 ) 

学 校 事 務 官 ８ 罹災児童生徒に対する医療給食に関すること 

建 設 部 

 

施 設 班 

 

都 市 建 設 課 １ 土木関係の被害調査状況の取りまとめに関すること。 

２ 災害時における砂防設備及び地すべり防止区域の応急対

策に関すること。 

３ 河川の応急対策に関すること。 

４ 災害時における道路及び橋梁の応急復旧に関すること。 

５ 災害時における土木事務所の相互連絡調整に関すること。 

６ その他応急の土木対策に関すること。 

７ 応急仮住宅の建設及び被害住宅の応急修理に関すること。 

８ 一般住宅の復興対策に関すること。 

９ 被害地における飲料水に関すること。 

１１００ 建設業者に対する連絡に関すること。 

１１１１ 資材の整理確保に関すること。 

消 防 団 

（ 団 長 ） 

消 防 班 

（ 副 団 長 ） 

消 防 団 １ 特別防災区域外の警戒及び災害対応に関すること。 

２ 住民への伝達、避難誘導に関すること。 

３ 人的被害・各種被害情報（二次災害情報を含む。）の収

集及び報告に関すること。 

水 防 

( 消 防 団 長 ) 

水 防 班 
( 副 団 長 ) 

消 防 団 １ 水防警報及び水防緊急対策に関すること。 

２ 土木事務所の応援に関すること。 

３ 河川及び道路等の水防に関すること。 

４ 水防計画に基づく水防班に関すること。 

資 材 班 
( 消 防 係 ) 

企 画 総 務 課 ５ 資材の輸送に関すること。 

保健相談センター 

所 長 

住民サービス課 

課 長 補 佐 

都 市 建 設 

課 長 

都 市 建 設 

課 長 補 佐 
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１ 各部は、平素から連絡を密にしておくことはもちろん、非常災害において連絡調整に心掛け、統制ある活動により、その機能を十分発

揮できるよう留意すること。 

２ 議会事務局長は、本部付とし、対策本部及び議会との連絡に努めるものとする。 

 

 

４ 岩国地区消防組合 

（１） 防災体制の種類と基準 

種種類類  一一  般般  的的  なな  基基  準準  

第
一
防
災
体
制 

 特別防災区域において、地震、津波その他の異常な自然現象による災害または火災、爆発、石油等の 

漏えい若しくは流出その他の事故による災害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるとき。 

第
二
防
災
体
制 

 特別防災区域において大規模な災害が発生し、又は構成市町に現地防災本部が設置されたとき。 

 

 

（２） 配備の要領 

ア 第１防災体制 

(ｱ) 通信班は、情報収集及び連絡活動に当たり、その状況を逐次消防長等に報告する。 

(ｲ) 消防長等は、非番者等休暇中の職員に対して、自宅待機又は所在を明らかにさせる等、状況に応じて

発令される配備命令に即応できる体制をとらせる。 

イ 第２防災体制 

課・署長以上は、速やかに出勤し情報に基づいて対策をたてるとともに、状況に応じて非番者等休暇中の

職員を逐次招集し、各班の事務分掌に基づき非常事態発生に備えて準備に万全を期する。 

 

 

（３） 組  織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 課 長 総 務 課 

警 防 課 

庶 務 班 予 防 課 長 予 防 課 

通 信 班 通信指令課長 通 信 指 令 課 

次 長 

消 防 班 中央消防署長 中 央 消 防 署 

消 防 長 警 防 課 長 
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（４） 事務分掌 

班   名 担 当 課 事          務 

庶 務 班 総 務 課 

予 防 課 

警 防 課 

１ 消防本部、署及び消防団の連絡調整に関すること。 

２ 情報の収集（伝達）に関すること。 

３ 消防相互応援協定に基づく応援要請に関すること。 

４ 化学消火剤、防災資機材等の調達に関すること。 

５ 危険物、毒劇物等の保安対策に関すること。 

６ 避難、広報活動等に関すること。 

７ 被害調査及び災害原因調査に関すること。 

８ 他関係機関との連携活動に関すること。 

９ 住民及び報道機関対応に関すること。 

１１００ 活動隊への後方支援に関すること。 

１１１１ 災害対策に関する事務で他に属さないこと。 

通 信 班 通 信 指 令 課 １ 職員及び団員の招集及び出動命令に関すること。 

２ 他関係機関との連携活動に関すること。 

消 防 班 中 央 消 防 署 １ 災害対応に関すること。 

２ 被害調査及び災害原因調査に関すること。 

３ 他関係機関との連携活動に関すること。 
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第６項 関係公共機関 

１ 中国経済産業局 

災害が発生した場合において、災害の状況を把握し、適切な災害応急対策を実施する必要があると認めると

きは、必要な措置を講ずるとともに、状況に応じて、災害対策本部を設置し対処するものとする。 

 

 

管轄区域において、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合等において、災害対策を円滑に実施する

ため、その所掌事務に係る災害応急・復旧対策を総合的に講じる必要があると認めるとき等には、災害対策本

部を設置する。 

 

災災害害対対策策本本部部  （（災災害害時時等等必必要要にに応応じじてて設設置置）） 

本部長： 局長 

副本部長： 総務企画部長、地域経済部長、産業部長、資源エネルギー環境部長のうちから本部長が指名 

本部員： 各部部長、次長、電源開発調整官及び防災委員会委員のうちから本部長が指名 

事務局： 防災委員会委員長、副委員長、委員、本部長が指名する者 

所掌事務： 

 

 

 

ア 法令又は計画等に定めるところにより、各部課が実施する災害応急・復旧対策に関する事務の総合調整

及び連絡に関すること 

イ 災害に関する情報の収集及び連絡に関する事務を総括すること 

ウ その他各部課が実施する災害応急・復旧対策を推進すること 

                        （庶務：総務企画部総務課） 

 

防防災災委委員員会会（（常常設設）） 

委員長： 総務課長 

副委員長： 参事官（広報・防災担当） 

委 員： 

 

総務課、参事官（広報・防災担当）、会計課、企画調査課、地域経済課、産業振興課、資源エネルギー環境

課等の職員のうちから、委員長が指名 

所掌事務： 

 

 

 

 

ア 要領の作成及び見直し 

イ 防災訓練の実施等の災害予防対策 

ウ 参集基準の作成及び見直し 

エ 発災時における参集等の初動体制の確立 

オ 本省、中国四国産業保安監督部及び他省庁地方支分部局等の防災担当者との連絡調整 

カ その他防災の推進に関すること 

                        （庶務：総務企画部総務課） 
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２ 西日本電信電話株式会社山口支店 

災害発生の場合は、状況に応じて、災害対策本部を設置する。 

 

【【西西日日本本電電信信電電話話株株式式会会社社】】災災害害対対策策本本部部組組織織図図  

 

 

 

 

  

 

支
援 

総総 務務 厚厚 生生 班班  

本本 部部 長長  

((中中国国支支店店長長))  
情情 報報 統統 括括 班班  

情情 報報 連連 携携 班班  

中国支店災害対策本部 

 

広広 報報 班班  

現現 地地 復復 旧旧 班班  

おお 客客 様様 対対 応応 班班  

設設備備ササーービビスス班班  

おお 客客 様様 対対 応応 班班  

山口支店災害対策本部 

 

本本 部部 長長  

((山山口口支支店店長長))  情情 報報 統統 括括 班班  

設設 備備 ササ ーー ビビ スス 班班  

総総 務務 厚厚 生生 班班  

現
地
復
旧
本
部 

凡 例 

：サービス回復指令命令系統 

：県域支援等指揮命令系統 

：中国支店支援本部指揮命令系統 

本本  社社  

災災害害対対策策本本部部  

おお 客客 様様 受受 付付 班班  
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３-１ 日本赤十字社広島県支部 

県からの応急医療の要請を受けた場合は，被災地近接の病院から救護班等を出動させ，救護活動を実施す 

     るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-２ 日本赤十字社山口県支部 

県及び山口県支部長の要請を受けて、救護班及び血液供給要員等を出動させ，救護活動を実施するものと 

     する。 

  

日本赤十字社広島県支部 

082-241-8811（代表） 

082-545-5111（事業推進課直通） 

事務局長 事務局付部長 事業推進課長 

広 島 赤 十 字 ・ 原 爆 病 院 長 

庄 原 赤 十 字 病 院 長 

三 原 赤 十 字 病 院 長 

広 島県赤 十字血 液センタ ー所 長 

山 口 県 支 部 

事 務 局 長 

山 口 県 支 部 

事業推進課長 

山口赤十字病院 

（総務・企画課長） 

 

小野田赤十字病院 

（総務・企画課長） 

 

山口県赤十字血液センター 

（総務課長） 

 

山口県支部長 

－ 3－ 29 －



４ 日本放送協会広島放送局 

 気象予警報及び災害情報等を了知した場合は、内部基準に定めるところによりラジオ、テレビを通じニュー

ス速報等により報道を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 日本通運株式会社下関特定支店 

 

 

下 関 支 店 本 部 長 

（ 総 務 次 長 ） 

 

防 府 支 店 本 部 長 

（支 店 長） 

副 本 部 長 

（業務課長） 

災 害 対 策 本 部 

 

本 部 長 局   長 

副本部長 副  局  長 

事務局長 企画専任部長 

本 部 員 各対策部長 

 

 

放 送 対 策 部 

 

コンテンツセンター長 

副 本 部 長 

（総務課長） 

総 括 本 部 長 

（特定支店長） 

施 設 ・ 受 信 対 策 部 

 

技術専任部長 

視 聴 者 対 策 部 

 

メディア展開専任部長 

統 括 副 本 部 長 

（総務次長） 

営 業 対 策 部 

 

視聴者リレーションセンター長 

管 理 対 策 部 

 

資源管理専任部長 

統 括 副 本 部 長 

（総務課長） 
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  ６ 中国電力株式会社・中国電力ネットワーク株式会社 

災害発生の場合は、状況に応じて、大竹地区にあっては中国電力㈱・中国電力ネットワーク㈱の両社の本社及

び中国電力ネットワーク㈱広島ネットワークセンター（廿日市ネットワークセンター含む。）に、和木・岩国地

区にあっては中国電力㈱山口支社及び中国電力ネットワーク㈱山口ネットワークセンター（岩国ネットワークセ

ンター含む。）に、それぞれ対策本部を設置して情報連絡に当たるとともに、対策要員を出動させ応急対策を実

施する。 

 

○ 大竹地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○和木・岩国地区 

 

本 部 長 

災災害害対対策策本本部部（（中中国国電電力力ネネッットトワワーークク㈱㈱山山口口ネネッットトワワーーククセセンンタターー〔〔岩岩国国ネネッットトワワーーククセセンンタターー含含むむ〕〕））  

災災害害対対策策室室（（中中国国電電力力㈱㈱山山口口支支社社））  

広 報 班 支 援 班 

対 策 室 長 

災災害害対対策策総総本本部部（（中中国国電電力力㈱㈱・・中中国国電電力力ネネッットトワワーークク㈱㈱のの本本社社））  

  災災害害対対策策総総本本部部（（中中国国電電力力㈱㈱・・中中国国電電力力ネネッットトワワーークク㈱㈱のの本本社社））  

本本社社））  

情 報 班 復 旧 班 広 報 班 支 援 班 

総 本 部 長 

 

総 本 部 長 

復旧計画班 

災災害害対対策策本本部部（（中中国国電電力力ネネッットトワワーークク㈱㈱広広島島ネネッットトワワーーククセセンンタターー〔〔廿廿日日市市ネネッットトワワーーククセセンンタターー含含むむ〕〕））  

本 部 長 

報 道 班 

配電運転班 情 報 班 復 旧 班 広 報 班 支 援 班 

情 報 班 復 旧 班 広 報 班 支 援 班 報 道 班 

広 報 班 復旧計画班 情 報 班 支 援 班 配電運転班 復 旧 班 
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７ （一社）広島県医師会（※令和３年 10月 12日見直し） 

 （一社）広島県医師会は、広島県から災害医療の要請を受けた場合、広島県と（一社）広島県医師会の間で

締結した「災害時の医療救護活動に関する協定書」に基づいて、（一社）広島県医師会に災害医療救護対策本

部（以下「本部」という。）を設置する。本部は、災害発生地区医師会に対して現地災害医療救護対策本部

（以下「現地本部」という。）を設置し、現地において医療救護活動を行う医療救護班を派遣するよう要請す

る。現地本部から本部に対し、医療救護班の応援要請があった場合には、本部から近隣地区医師会に対して、

医療救護班を災害発生地区医師会に派遣するよう要請する。 

 

 

県医師会災害医療救護対策本部 

 

本 部 長 会   長 

副本部長 副 会 長 

 本部員：本部長及び副本部長 

以外の役員 

救

護

班 

救

護

班 

救

護

班 

・・・ ・・・ 
救

護

班 

救

護

班 

救

護

班 

現地災害医療救護対策本部 

現地本部長 災害発生地区医師会長 

 

－ 3－ 32 －



  

広
 
島

 
事
 
業

 
所
 
 

防
 
災

 
体
 
制
 

現現
  

地地
  
連連

  
絡絡

  
室室

  
  
  

災災
  

害害
  

対対
  

策策
  

本本
  

部部
  

室
長
 

副
防
災
管
理
者
  

本
部
長
 

本
部
長
補
佐
 

防
災
戦
略
隊
長
 

情
報
収
集
隊
長
 

現
地
連
絡
室
長
 

本
部
ス
タ
ッ
フ
 

 

事
業
所
長
（
石
災
法
防
災
管
理
者
・
管
理
権
限
者
）
 

副
防
災
管
理
者
の
順
位
に
よ
り
、
上
位
か
ら
着
任
す
る
。
 

①
環
安
・
品
証
部
長
 
②
企
画
管
理
部
長
 
③
設
備
技
術
部
長

 
④
化
成
品
製
造
部

長
 

⑤
繊
維
製
造
部
長
 
 
⑥
樹
脂
製
造
部
長
 
⑦
基
盤
製
造
部
長
 

 エ
ン
ジ
部
長
、
テ
ク
ノ
Ｕ
Ｍ
Ｇ
大
竹
製
造
部
長
、
広
島
研
究
所
長
、
広
島
生
産
技
術
開
発

室
長
、
企
画

管

理
部
員
、
環
安
品
部
員
、
J
ap
a
n
人
事
部

BP
Ｇ
員
（
広
島
）、

総
務
管
理
Ｇ
員
（
広
島

）
 

所
員
  

広
島
研
、
環
安
・
品
証
部
員
  

情 報 収 集 隊
 

文
書
班
 

 情
報
整
理
班
 

 

ア
樹
脂
研
究
室
長
、
化
成
品
研
究
室
長
、
受
託
エ
ン
ジ

2G
 
G
M
、
生
産
技
術
開
発
室
企
画
調
整

SL
 

広
島
研
究
所
員
、
エ
ン
ジ
部
員
、
企
画
管
理
部
員
 

設
備
技
術
部
員
、
環
安
・
品
証
部
員
、
広
島
研
究
所
員
、
生
産
技
術
開
発
室
員
、
 

情
報
ｼ
ｽﾃ
ﾑ
部
員
、
エ
ン
ジ
部
員
、
企
画
管
理
部
員
、
知
的
財
産
部
員
 

防 災 戦 略 隊
 

渉
外
広
報
班
 

 警
備
班
 

J
a
p
a
n
人
事
部

B
PＧ

員
（
広
島
）
、
総
務
管
理
Ｇ
員
（
広
島
）
、
広
島
研
究
所
員
、
生
産
技
術
開
発
室
員
 

 広
島
研
究
所
員
、
生
産
技
術
開
発
室
員
、
購
買
物
流
Ｇ
員
 

設
置
場
所
  

管
理

棟
１
階
 
ｳ
ｪﾙ
ｶ
ﾑ
ﾙｰ
ﾑ  

設
置
場
所
  

 
管
理
棟
２
階
 
２
０
１
・
２
０
２
会
議
室
  

    

現現
  

場場
  

指指
  

揮揮
  

所所
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

応応
  

援援
  
分分

  
隊隊
  

指
揮
所
長
 

発
災
現
場
の
製
造
部
長
等
 

１
．

化
成

品
製

造
部

隊
 

２
．

樹
脂

製
造

部
隊
 

３
．

テ
ク

ノ
Ｕ

Ｍ
Ｇ

隊
 

４
．

繊
維

製
造

部
隊
 

５
．

基
盤

製
造

部
隊
 

６
．

Ｍ
Ｅ

Ｃ
隊
 

７
．

総
務

・
企

画
管

理
・

環
安

品
隊
 

８
．

広
島

研
・

生
技

開
隊
 

 
※

発
災
場

所
以

外
は

応
援
分
隊
と
し
て
待
機
す
る
  

所
 
 
員
  

発
災
現
場
ス
タ
ッ
フ
 

発
災
現
場
関
係
課
長
等
 

防
災
Ｇ
長
、
環
境
Ｇ
長
、
動
力
課
長
等
 

設
備
技
術
部
Ｇ
長
等
 

設
置
場
所
  

発
災
現
場
 付

近
（
安
全
な
位
置
）
  

  

自自
衛衛

消消
防防

隊隊
  

  
  
  

  
  

  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  

現現
場場
隊隊

  
 

施施
設設
隊隊

（（
後後
方方

支支
援援

隊隊
））
  

  
資資

材材
調調

達達
隊隊
  

  
環環

境境
対対

策策
隊隊

  

隊
長
  

防
災
Ｇ
当
直
職
長
  

隊
長
 

副
隊
長
 

発
災
現
場
課
長
 

職
長
 

隊
長
 

副
隊
長
 

施
設
担
当
機
械
Ｇ
長
 

施
設
担
当
電
計
Ｇ
長
 

隊
長
  

資
材
調
達
部

S
L  

隊
長
 

副
隊

長
 

環
安

・
品

証
部
員
 

環
安

・
品

証
部

員
 

隊
員
  

専
任
消
防
隊
 

特
別
消
火
隊
 

非
番
専
任
消
防
隊
 

（
特
別
警
備
隊
）
  

隊
員
  

発
災
現
場
課
員
 

搬
出
班
 

救
護
班
 

消
火
班
 

隊
員
  

設
備
技
術
機
械
Ｇ
員
 

設
備
技
術
電
計
Ｇ
員
 

Ｍ
Ｅ
Ｃ
建
築
Ｇ
員
 

隊
員
  

資
材

調
達

部
員
  

隊
員
  

環
安

・
品

証
部

員
 

繊
維

生
産

技
術

課
員
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（
注

）
 

１
．
本

部
、
指
揮

所
及

び
各

隊
と

も
長
の

不
在

を
考

慮
し

、
予
め

代
行

順
位

を
明

確
に

し
て
お

く
こ

と
。
 

２
．
本
部

員
、
所

員
及

び
各

隊
員

は
迅
速

に
対

応
で

き
る

よ
う
部

署
毎

に
夫

々
訓

練
を

行
う
こ

と
。
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現
地

　
室
長
　
安
全
環
境
課
長

連
絡
室

　
室
員
　
2
名

　
本
部
長

工
場
長

　
本
部
員

3
名

　
所
長

製
造
課
長

　
所
員

2
名

　
隊
長

総
務
課
長

　
隊
長

工
務
課
長

　
隊
長

製
造
課
長
補
佐

　
隊
員

4
名

　
班
長

業
務
課
長

他
　
3
名

　
第
１
分
隊
　
（
詳
細
付
表
-
5
参
照
）

　
班
長

総
務
課
長
補
佐

他
　
2
名

　
（
詳
細
付
表
-
5
参
照
）

　
班
長

業
務
課
長
補
佐

　
消
火
隊
長
が
消
防
車
に
指
示

他
　
1
名

※
現
地
指
揮
所
長
及
び
各
隊
長
の
不
在
時
は
、
対
策
本
部
長
が
代
理
を
指
名
し
、
任
務
に
当
た
ら
せ
る
。

対
外
折
衝
・
記
録
班

自
衛
防
災
消
防
車

外
部
応
援
者
・

表
門
警
備
班

第
２
、
３
、
４
、
５
分
隊

庶
務
・
救
護
班

共
同
防
災
消
防
車

非非
　　
　　
常常
　　
　　
編編
　　
　　
成成
　　
　　
表表

対
策
本
部

現
地
指
揮
所

庶
務
隊

工
務
隊

消
火
隊

７ ユニオン石油工業株式会社岩国工場
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